
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
性
風
俗
特
殊
営
業
等
」
を
「
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
」
に
、
「
第
一
節

性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制
」
を
「
第

－

一
節

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
規
制
」
に
、
「
第
三
款

映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制
等
（
第
三
十
一
条
の
七

「
第
三
款

映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制
等
（
第
三
十
一
条
の
七

第
三
十
一
条
の
十

－

第
三
十
一
条
の
十
一
）
」
を

第
四
款

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制
（
第
三
十
一
条
の
十
二

第
三
十
一
条
の
十
六

－

第
五
款

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制
（
第
三
十
一
条
の
十
七

第
三
十
一
条
の
二

－

一
）

「
第
三
節

興
行
場
営
業
の
規
制
（
第
三
十
五
条
）

）

に
、
「
第
三
節

興
行
場
営
業
の
規
制
（
第
三
十
五
条
）
」
を

第
四
節

特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
の
規
制

十
一
）
」

に
、
「
第
四
節
」
を
「
第
五
節
」
に
、
「
第
三
十
五
条
の
二
・
第
三
十
五
条
の
三
」
を
「
第
三
十
五

（
第
三
十
五
条
の
二
）
」



条
の
三
・
第
三
十
五
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
性
風
俗
特
殊
営
業
等
」
を
「
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
「
性
風
俗
特
殊
営
業
」
を
「
「
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
」
に
、
「
及
び
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業

」
を
「
、
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
及
び
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
に
改
め
、
同

条
中
第
九
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
八
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

９

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
は
、
店
舗
を
設
け
て
、
専
ら
、
面
識
の
な
い
異
性
と
の
一
時
の

性
的
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
の
交
際
（
会
話
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
希
望
す
る
者
に
対
し
、
会
話
（
伝
言
の

や
り
取
り
を
含
む
も
の
と
し
、
音
声
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
異
性
を
紹
介

す
る
営
業
で
、
そ
の
一
方
の
者
か
ら
の
電
話
に
よ
る
会
話
の
申
込
み
を
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
当
該
店
舗
内
に
立
ち
入
ら

せ
た
他
の
一
方
の
者
に
取
り
次
ぐ
こ
と
に
よ
つ
て
営
む
も
の
（
そ
の
一
方
の
者
が
当
該
営
業
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
は
、
専
ら
、
面
識
の
な
い
異
性
と
の
一
時
の
性
的
好
奇
心
を

10
満
た
す
た
め
の
交
際
を
希
望
す
る
者
に
対
し
、
会
話
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
異
性
を
紹
介
す
る
営
業
で
、
そ
の
一



方
の
者
か
ら
の
電
話
に
よ
る
会
話
の
申
込
み
を
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
他
の
一
方
の
者
に
取
り
次
ぐ
こ
と
に
よ
つ
て
営
む

も
の
（
そ
の
一
方
の
者
が
当
該
営
業
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
前
項
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

第
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
精
神
病
者
又
は
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

「
第
四
章

性
風
俗
特
殊
営
業
等
の
規
制
」
を
「
第
四
章

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
の
規
制
」
に
改
め
る
。

「
第
一
節

性
風
俗
特
殊
営
業
の
規
制
」
を
「
第
一
節

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
規
制
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
一
条
の
十
九
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
八
第
五
項
中
「
わ
い
せ
つ
な
映
像
」
の
下
に
「
又
は
児
童
ポ
ル
ノ
映
像
（
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る

行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
児
童
の
姿
態
に
該
当
す
る
も
の
の
映
像

を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
九
第
二
項
中
「
わ
い
せ
つ
な
映
像
」
の
下
に
「
又
は
児
童
ポ
ル
ノ
映
像
」
を
加
え
る
。

第
四
章
第
一
節
第
三
款
の
次
に
次
の
二
款
を
加
え
る
。



第
四
款

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制

（
営
業
等
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
十
二

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
営
業
所
ご
と
に
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
公
安
委
員
会
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
話
番
号

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

２

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

二
項
中
「
同
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
禁
止
区
域
等
）

第
三
十
一
条
の
十
三

第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
つ
い
て
準
用
す
る



。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
四

項
中
「
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
（
第
二
条
第
六
項
第
四
号
の
営
業
そ
の
他
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
店
舗
型
性
風

俗
特
殊
営
業
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
な
ら
な
い
旨
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
旨
及
び
十
八
歳
未

満
の
者
が
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
電
話
番
号
に
電
話
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
旨
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

２

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

当
該
営
業
に
関
し
客
引
き
を
す
る
こ
と
。

二

営
業
所
で
十
八
歳
未
満
の
者
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
。

三

十
八
歳
未
満
の
従
業
者
を
第
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
機
会
を
提
供
す
る
会
話
の
当
事
者
に
す
る
こ
と
。

四

十
八
歳
未
満
の
者
を
営
業
所
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
。

五

営
業
所
で
二
十
歳
未
満
の
者
に
酒
類
又
は
た
ば
こ
を
提
供
す
る
こ
と
。

六

十
八
歳
未
満
の
者
か
ら
の
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
会
話
の
申
込
み
を
取
り
次
ぐ
こ
と
。



３

店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
は
、
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
つ
て
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
講
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
示
）

第
三
十
一
条
の
十
四

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
営
業
に
関
し

、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
（
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
一

項
の
規
定
又
は
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
を
除
く
。
）
に
違
反

し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
善
良
の
風
俗
若
し
く
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
す
る

行
為
又
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
営
業
の
停
止
等
）

第
三
十
一
条
の
十
五

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関

し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
（
第
四
十
九
条
第
三
項
第
七
号
及
び
第
八
号
の
罪
を
除
く
。
）
、
刑
法
第
百
七
十
四
条
、
第
百

七
十
五
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
売
春
防
止
法
第
二
章
に
規
定
す
る
罪
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係

る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し



若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
と
き
、
又
は
店
舗
型
電

話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む

者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
つ
い
て
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め

て
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
又
は
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
区
域
又
は
地

域
に
お
い
て
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
停
止
の
命
令

に
代
え
て
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
廃
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
章
の
は
り
付
け
）

第
三
十
一
条
の
十
六

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は

、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
命
令
に
係
る
施
設
の
出
入
口
の
見
や
す
い
場
所
に
、
内
閣
府
令

で
定
め
る
様
式
の
標
章
を
は
り
付
け
る
も
の
と
す
る
。



２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
と
き
は
、
国
家
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
標
章
を
は
り
付
け
ら
れ
た
施
設
に
つ
い
て
、
標
章
を
取
り
除

く
べ
き
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
標
章
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

当
該
施
設
を
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
用
以
外
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

当
該
施
設
を
取
り
壊
そ
う
と
す
る
と
き
。

三

当
該
施
設
を
増
築
し
、
又
は
改
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
と
き
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
標
章
を
は
り
付
け
ら
れ
た
施
設
に
つ
い
て
、
当
該
命
令
に
係
る
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営

む
者
か
ら
当
該
施
設
を
買
い
受
け
た
者
そ
の
他
当
該
施
設
の
使
用
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
第
三
者
は
、
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
章
を
取
り
除
く
べ
き
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安

委
員
会
は
、
標
章
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

何
人
も
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
は
り
付
け
ら
れ
た
標
章
を
破
壊
し
、
又
は
汚
損
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
施
設
に

係
る
前
条
第
一
項
の
命
令
の
期
間
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
取
り
除
い
て
は
な
ら
な
い
。



第
五
款

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
規
制

（
営
業
等
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
十
七

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会

に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

当
該
営
業
に
つ
き
広
告
又
は
宣
伝
を
す
る
場
合
に
当
該
営
業
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
呼
称
（
当
該
呼
称
が
二
以

上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
全
部
の
呼
称
）

三

事
務
所
の
所
在
地

四

第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
話
番
号

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

２

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
書
を
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
二
項
中
「
同
項
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
一
条
の
十
七
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。



（
街
頭
に
お
け
る
広
告
及
び
宣
伝
の
規
制
等
）

第
三
十
一
条
の
十
八

第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
第
一
号
イ
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
十
三
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
、
同
号
ロ
中
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
二
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
項
第
一
号
」
と
、
「
関
す
る
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
関
す
る
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

一
項
」
と
、
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
十
七
第
一
項
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
そ
の
営
業
所
に
立
ち

入
つ
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
十
七
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
電
話
番
号
に
電
話
を
か
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

２

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

十
八
歳
未
満
の
従
業
者
を
第
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
機
会
を
提
供
す
る
会
話
の
当
事
者
に
す
る
こ
と
。

二

十
八
歳
未
満
の
者
か
ら
の
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
会
話
の
申
込
み
を
取
り
次
ぎ
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
会
話
の

申
込
み
を
十
八
歳
未
満
の
者
に
取
り
次
ぐ
こ
と
。



３

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
は
、
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
及
び
同
項
に
規
定

す
る
会
話
の
申
込
み
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
つ
て
国
家
公
安
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
講
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
示
等
）

第
三
十
一
条
の
十
九

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
営
業
に
関
し
、
こ
の
法
律
又

は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
善
良
の
風
俗
若
し
く

は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
す
る
行
為
又
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
営
業
に
関
し
、
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
二
十
八
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
を

知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
違
反
行
為
が
は
り
紙
、
は
り
札
又
は
立
看
板
を
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
号

イ
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
表
示
す
る
こ
と
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
場
所
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会



は
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
は
り
紙
、
は
り
札
又
は
立
看
板
を
警
察
職
員
に
除
却
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
営
業
の
禁
止
）

第
三
十
一
条
の
二
十

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に

規
定
す
る
罪
、
刑
法
第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
五
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
売
春
防
止
法
第
二
章
に
規
定
す
る

罪
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
当
た

る
違
法
な
行
為
そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で

定
め
る
も
の
を
し
た
と
き
、
又
は
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き

は
、
当
該
行
為
又
は
当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店

舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

業
に
該
当
す
る
営
業
の
全
部
又
は
一
部
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

第
三
十
一
条
の
二
十
一

公
安
委
員
会
は
、
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
第
三
十
一
条
の
十
九
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
に
係
る
無
店
舗
型
電
話



異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
事
務
所
を
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
変
更
し
て
い
た
と
き
は
、
当
該
処
分
に
係
る
事

案
に
関
す
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
又
は
聴
聞
を
終
了
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
現
に
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
公
安
委
員
会
に
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
移
送
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

当
該
処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
三
十
一
条
の
十
九
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
事
案
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
営
業
に
関
し
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法

律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合

善
良
の
風
俗
若
し
く
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
す
る
行
為

又
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。

二

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る

罪
、
刑
法
第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
五
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
売
春
防
止
法
第
二
章
に
規
定
す
る
罪
若
し

く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
当
た
る
違



法
な
行
為
若
し
く
は
前
条
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
場
合
又
は
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を

営
む
者
が
こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
場
合

八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
無
店
舗
型
電
話

異
性
紹
介
営
業
に
該
当
す
る
営
業
の
全
部
又
は
一
部
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章
第
四
節
中
第
三
十
五
条
の
三
を
第
三
十
五
条
の
四
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
二
第
一
号
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
の
三
と
す
る
。

第
四
章
中
第
四
節
を
第
五
節
と
し
、
第
三
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
四
節

特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
の
規
制

（
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
の
規
制
）

第
三
十
五
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
を
設
け
て
物
品
を
販
売
し
、
若
し
く
は
貸
し
付
け
る
営
業
（
そ
の
販
売
し
、
又
は

貸
し
付
け
る
物
品
が
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
物
品
を
含
む
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
の
営
業
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
特
定

性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
に
関
し
、
刑
法
第
百
七
十
五
条
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び



児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
罪
を
犯
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
を
営
む
者

に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
（
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
物
品
を
販

売
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
営
業
の
全
部
又
は
一

部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条
中
「
、
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
」
の
下
に
「
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
、
無
店

舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
」
を
、
「
（
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
」
の
下
に
「
及
び
無
店
舗
型
電
話
異

性
紹
介
営
業
を
営
む
者
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
性
風
俗
特
殊
営
業
」
を
「
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
店
舗
型
性

風
俗
特
殊
営
業
」
を
「
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
又
は
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
性
風
俗
特
殊
営
業
等
（
性
風
俗
特
殊
営
業
」
を
「
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
（
性
風
俗
関
連
特
殊

営
業
」
に
改
め
、
「
興
行
場
営
業
」
の
下
に
「
、
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
十
五
第
一
項
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
第
三
十
五
条
」
を

「
、
第
三
十
五
条
若
し
く
は
第
三
十
五
条
の
二
」
に
改
め
、
「
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条



の
二
十
、
第
三
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
」
を
加
え
、
「
第
三
十
五
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項

」
に
改
め
、
「
第
三
十
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
十
五
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項

中
「
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
十
五
、
第
三
十
一
条
の
二
十
、
第
三
十
一
条
の
二
十
一

第
二
項
第
二
号
」
を
加
え
、
「
第
三
十
五
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
」
を
加
え

、
「
若
し
く
は
同
条
第
一
項
」
を
「
、
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
第
三
十
一
条
の
十
一
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
十
九
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
二
十
、
第
三
十
一
条
の

二
十
一
第
二
項
」
を
加
え
、
「
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
映

像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
の
下
に
「
、
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
を
加
え
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
十
五
、
第
三
十
一
条
の

二
十
、
第
三
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
」
を
加
え
、
「
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
二
項
」
を
「
、
第
三
十
五
条
の
二
又

は
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
七
号
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
三
十
一
条
の
十
三

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
中
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
三
十
一



条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
二

第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
者

十
三

第
三
十
一
条
の
十
八
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
四
十
九
条
第
四
項
中
「
又
は
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
を
「
、
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
、
第
三
十
一

条
の
十
三
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
十
一
条
の
十
八
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
六
号
中
「

若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
、
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
一

条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の

十
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
（
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
」
を
「

（
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
三
十
一
条

の
二
第
二
項
（
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
三
十
一
条
第
四

項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
十
一
条
の
十
六
第
四
項
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日

二

目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
三
節

興
行
場
営
業
の
規
制
（
第
三
十
五
条
）
」
、
「
第
四
節
」
及
び
「
第
三
十
五
条
の
二

・
第
三
十
五
条
の
三
」
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
八
第
五
項
及
び
第
三
十

一
条
の
九
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
四
章
第
四
節
中
第
三
十
五
条
の
三
を
第
三
十
五
条
の
四
と
す
る
改
正
規
定
、
第
三
十

五
条
の
二
を
第
三
十
五
条
の
三
と
す
る
改
正
規
定
、
第
四
章
中
第
四
節
を
第
五
節
と
し
、
第
三
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る

改
正
規
定
、
第
三
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
興
行
場
営
業
」
の
下
に
「
、
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
」
を
加

え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
若
し
く
は
第
三
十
五
条
」
及
び
「
第
三
十
五
条
の
三
第
二
項
」

を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
（
「
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
二
項
」
を
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日

（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
等
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）



第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
（
以
下
単
に
「
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と

い
う
。
）
に
該
当
す
る
営
業
を
営
ん
で
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日

以
前
に
新
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

提
出
し
た
日
）
ま
で
の
間
は
、
同
項
及
び
新
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
二
十
八
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
営
業
に
つ
い
て
新
法
第
三
十

一
条
の
十
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
届
出
書
に
係
る
店
舗

型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、
新
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
二
十
八
条
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
新
法
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
届
出
書
を
提
出
し
て

当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
ん
で
い
る
者
と
み
な
す
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
新
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
（
以
下
単
に
「
無
店
舗
型

電
話
異
性
紹
介
営
業
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
営
業
を
営
ん
で
い
る
者
の
当
該
営
業
に
対
す
る
新
法
第
三
十
一
条
の
十
七



第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正

化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
に
、
事
務
所
」
と
す
る
。

（
条
例
と
の
関
係
）

第
三
条

地
方
公
共
団
体
の
条
例
の
規
定
で
あ
っ
て
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
若
し
く
は
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業

に
該
当
す
る
営
業
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
当
該
営
業
に
関
し
行
っ
た
行
為
を
処
罰
す
る

旨
を
定
め
て
い
る
も
の
の
当
該
行
為
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
と
同
時
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
別
段
の
定
め
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
失
効
前
に
し
た
違
反

行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
そ
の
失
効
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
三
中
「
及
び
同
条
第
六
項
の
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
」
を
「
、
同
条
第
六
項
の
店
舗
型

性
風
俗
特
殊
営
業
及
び
同
条
第
九
項
の
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
」
に
改
め
る
。


